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意匠権侵害事実の告知・流布の不正競争行為差止等請求事件
－大阪地裁平成28(ワ)5104・平成29年６月15日（21民部）判決＜請求認容＞－

〔キーワード〕意匠の類似・利用、意匠権侵害の警

告、虚偽事実の告知・流布（不競法２条１項15

号）、意匠権の効力（意匠法23条本文）

【主　　文】
１　被告は、別紙原告商品目録記載の商品の販売が

意匠登録第1540828号意匠権を侵害するとの事実
を告知し、又は流布してはならない。

２　被告は、原告に対し、55万円及びこれに対する
平成28年２月１日から支払済みまで年５分の割合
による金員を支払え。

３　原告のその余の請求を棄却する。
４　訴訟費用はこれを６分し、その１を被告の負担
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とし、その余を原告の負担とする。
５　この判決は、第１項及び第２項に限り、仮に執

行することができる。

【事案の概要】
　本件は、被告による原告取引先に対する、別紙原
告商品目録記載の商品（以下「原告商品」という。）
の販売が意匠権侵害となる旨警告する書面の送付行
為が、原告に対する不正競争防止法２条１項15号所
定の不正競争に該当すると主張して、原告が被告に
対し、同法３条１項に基づき同行為の差止めを求め
るとともに、同法４条に基づき、これにより原告に
生じた損害合計330万円及びこれに対する不正競争
が行われた日の後である平成28年２月１日から支払
済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金
の支払を求めた事案である。
１　判断の基礎となる事実（当事者間に争いがない

事実並びに後掲の各証拠及び弁論の全趣旨により
認められる事実）

（１）　当事者等
ア　原告（コモライフ株式会社）は、生活用品

の企画、製造、販売等を業とする株式会社で
ある。

イ　被告（株式会社フェリシモ）は、衣服、雑
貨等の販売を業とする株式会社である。

ウ　生活協同組合コープＰ（以下「コープＰ」
という。）は、原告製造に係る商品を取り扱っ
ている生活協同組合である。

（２）　原告商品
ア　原告は、平成27年８月から原告商品の製造、

販売を開始した。
イ　原告商品は、手洗器付きのトイレタンクの

ボウル部分への汚れの付着等を防ぐために、
同ボウル部分の表面に敷いて使用するポリプ
ロピレン製のシートであり、その意匠は別紙
原告意匠の正面図のとおりである（以下「原
告意匠」という。）。

また、その基本的構成及び具体的構成の構
成態様は別紙対比表の原告意匠欄記載のとお
りである。

（３）　被告の意匠権
被告は、次の意匠権（以下「本件意匠権」と

いい、その登録意匠を「本件意匠」という。）を
有しており、本件意匠の願書に添付した図面は、
別紙意匠図面のとおりである。また、その基本
的構成及び具体的構成の構成態様は、別紙対比
表の本件意匠欄記載のとおりである（甲３）。

登録番号　　　　　　　意匠登録第1540828号
出願番号　　　　　　　意願2015－8886
出願日　　　　　　　　平成27年４月20日
登録日　　　　　　　　平成27年11月27日
意匠に係る物品　　　　手洗器付トイレタン

クのボウル用シート
意匠に係る物品の説明　本物品は、使用状態

を示す参考図に示すように、手洗器付トイ
レタンクのボウルに取り付け、ボウルの表
面への埃、水垢等の付着を防止すること
ができる使い捨てシートである。本物品は、
柔軟性を有する合成樹脂製である。本物品
を手洗器付トイレタンクのボウルに取り付
けるときは、例えば、本物品の裏面を湿ら
せてボウルの表面に密着させる。

意匠の説明　　　　　　本物品は、透明材質
である。裏面図は、表面図と同一に表れる
ため省略する。

（４）　被告による告知行為（本件告知行為）
ア　コープＰが、平成28年１月頃に組合員向け

に発行した注文書回収日を同月23日まで、配
達予定日を同月26日からとする宅配カタログ

「めーむ　くらし編１月２回」（以下「本件カ
タログ」という。）には、原告商品が取扱商品
として掲載されていたが、同所には原告商品
名の製造メーカ名の記載はなく、また原告商
品について「店舗では購入できません」との
記載があった（甲10）。

イ　被告は、平成28年１月25日頃、上記カタ
ログに接し原告商品を発見し、同月27日頃、
コープＰに対して下記記載を含む「通知書」
と題する書面（以下「本件通知書」という。）
を送付した（甲４、以下、これを「本件告知
行為」という）。

　　記
「貴組合商品に係る意匠は、全体が四隅を

丸めた長方形のシート状であって、中央部に
貫通孔を形成した態様において弊社の意匠権


